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二

森
林
法
の
一
部
改
正
関
係

１

森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機

能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
国
有
林
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保

全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
の
森

林
所
有
者
等
と
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
を
締
結

し
て
、
当
該
協
定
区
域
内
に
存
す
る
森
林
の
整
備
及

び
保
全
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一

〇
条
の
一
五
第
一
項
関
係
）

２

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
及
び
そ
の
面

積
、
森
林
管
理
局
又
は
森
林
所
有
者
等
が
行
う
森
林

施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ

の
他
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る

森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
事
項
、
林
道
の
開

設
及
び
改
良
並
び
に
作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
設

置
及
び
維
持
運
営
に
関
す
る
事
項
、
費
用
の
負
担
等

を
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
記
載
事
項
と
す
る

こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
の
一
五
第
一
項
関
係
）

３

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
の
一
五
第
四
項
関
係
）

^

国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を

図
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ

と
。

_

民
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
に

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

`

森
林
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
。

a

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る

民
有
林
又
は
当
該
協
定
区
域
に
近
接
す
る
民
有
林

に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
治
山
事
業
を
行
い
、
又

は
行
お
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
治
山
事
業

の
実
施
に
関
す
る
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
公
告
及
び
縦
覧
そ

の
他
協
定
の
締
結
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
一
〇
条
の
一
六
及
び
第
一
〇
条
の
一
七
関

係
）

５

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
は
、
公
告
の
あ
っ
た

後
に
お
い
て
当
該
協
定
区
域
内
に
存
す
る
民
有
林
の

森
林
所
有
者
等
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効

力
が
あ
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
の
一
九
関
係
）

６

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
基
づ
い
て
立
木
を

伐
採
す
る
場
合
に
は
、
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の

届
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
の
八

関
係
）

三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
関
係

１

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
一
五
八
条
〜
第
一
七
一
条
及
び
附
則
第
四
二

条
〜
第
四
五
条
関
係
）

２

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
を
、
平
成
二

五
年
四
月
一
日
か
ら
同
会
計
の
負
担
に
属
す
る
借
入

金
に
係
る
債
務
の
処
理
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
限
り
設
置
し
、
１
に
よ
り

廃
止
さ
れ
た
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
負
担
に
属

す
る
借
入
金
に
係
る
債
務
の
処
理
に
関
す
る
経
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
六
七
条
の
二
及
び
第
二

〇
六
条
の
二
関
係
）

四

特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
関
係

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
を
適
用

対
象
か
ら
外
す
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
、題
名
を「
特

定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
改
正

法
第
四
条
関
係
）

五

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務

す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
及
び
国
有
林
野

事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
の
廃
止
関
係

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務

す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
の
廃
止
に
伴
い
、

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す

る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
を
廃
止
す
る
こ
と

と
し
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
廃
止
に
伴
い
、
国

有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
を
廃
止
す

る
こ
と
と
し
た
。（
改
正
法
第
五
条
関
係
）

六

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
五
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

`

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
著
作
物
の
録
音
、
録
画

そ
の
他
の
利
用
に
係
る
技
術
の
開
発
又
は
実
用
化
の

た
め
の
試
験
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要

と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
利
用
で
き
る
こ
と

と
し
た
。（
第
三
〇
条
の
四
関
係
）

a

国
立
国
会
図
書
館
は
、
絶
版
等
資
料
に
係
る
著
作

物
に
つ
い
て
、
図
書
館
等
に
お
い
て
公
衆
に
提
示
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
記
録
媒
体
に
記

録
さ
れ
た
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
自
動
公

衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
図

書
館
等
は
、
そ
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
事
業
と
し

て
、
当
該
図
書
館
等
の
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
、
そ

の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
自
動
公
衆
送

信
さ
れ
る
当
該
著
作
物
の
一
部
分
の
複
製
物
を
作
成

し
、
当
該
複
製
物
を
一
人
に
つ
き
一
部
提
供
で
き
る

こ
と
と
し
た
。（
第
三
一
条
第
三
項
関
係
）

b

国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の

長
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

一
年
法
律
第
六
六
号
）
の
規
定
又
は
公
文
書
管
理
条

例
の
規
定
に
よ
り
歴
史
公
文
書
等
を
保
存
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限

度
に
お
い
て
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
に
係
る
著
作
物

を
複
製
で
き
る
こ
と
と
し
、
著
作
物
を
公
衆
に
提
供

等
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
と
認

め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
利
用
で

き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
二
条
の
三
関
係
）

c

著
作
物
は
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
情
報
提

供
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め
の
準
備
に
必
要

な
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
を
行
う
と
き
は
、

そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
記
録
媒

体
へ
の
記
録
又
は
翻
案
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第

四
七
条
の
九
関
係
）

d

_

か
ら
c

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ

れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
こ
れ
ら
の
規
定
の
目
的
以

外
の
目
的
で
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い
そ
の
他
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
四
九
条
等

関
係
）

４

私
的
使
用
の
目
的
を
も
っ
て
、
有
償
著
作
物
等
の
著

作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
を

受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画
を
、

自
ら
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
っ
て
著
作
権
又
は
著

作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し

く
は
二
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
九
条
第
三
項
関
係
）

５

施
行
期
日
等

^

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
４
に
掲
げ
る
行
為
の

防
止
に
関
す
る
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
七
条
関

係
）

_

有
償
著
作
物
等
を
公
衆
に
提
供
等
す
る
事
業
者

は
、
４
に
掲
げ
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
附
則
第
八
条
関
係
）

`

４
の
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
行
為
が
不
当
に
制
限
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。（
附
則
第
九
条
関
係
）

a

こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
４
及

び
５
の
_

に
つ
い
て
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
検

討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
た
。（
附
則
第
一
〇
条
関

係
）

◇
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
法
律
第
四
三
号
）

（
文
部
科
学
省
）

１

技
術
的
保
護
手
段
に
係
る
規
定
の
改
正

技
術
的
保
護
手
段
の
範
囲
に
、
著
作
物
等
の
利
用
に

用
い
ら
れ
る
機
器
が
特
定
の
変
換
を
必
要
と
す
る
よ
う

著
作
物
等
を
変
換
し
て
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
又
は
送

信
す
る
方
式
を
加
え
る
と
と
も
に
、
技
術
的
保
護
手
段

の
回
避
に
係
る
罰
則
規
定
等
に
つ
い
て
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。（
第
二
条
第
一
項
第
二
〇
号
、
第
三
〇
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
一
二
〇
条
の
二
第
一
号
関
係
）

２

著
作
者
人
格
権
に
係
る
規
定
の
改
正

^

著
作
者
が
行
政
機
関
等
に
提
供
し
た
未
公
表
著
作

物
に
係
る
歴
史
公
文
書
等
が
国
立
公
文
書
館
等
又
は

地
方
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
た
場
合
等
、
国
立
公

文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
が
当
該

著
作
物
を
公
衆
に
提
供
等
す
る
こ
と
に
つ
い
て
著
作

者
は
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。（
第
一

八
条
第
三
項
関
係
）

_

国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の

長
が
著
作
物
を
公
衆
に
提
供
等
す
る
場
合
、
既
に
そ

の
著
作
者
が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
著
作

者
名
を
表
示
す
る
と
き
は
、
氏
名
表
示
権
を
及
ぼ
さ

な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
一
九
条
第
四
項
第
三
号
関

係
）

３

権
利
制
限
規
定
の
改
正

^

写
真
の
撮
影
等
の
方
法
に
よ
っ
て
著
作
物
を
創
作

す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
著
作
物（
写
真
等
著
作
物
）

に
係
る
付
随
対
象
著
作
物
は
、
当
該
創
作
に
伴
っ
て

複
製
又
は
翻
案
で
き
る
こ
と
と
し
、
複
製
又
は
翻
案

さ
れ
た
付
随
対
象
著
作
物
は
、
写
真
等
著
作
物
の
利

用
に
伴
っ
て
利
用
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
〇
条

の
二
関
係
）

_

著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
、
又
は
裁
定
を
受
け
て

著
作
物
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
利

用
の
検
討
の
過
程
に
お
け
る
利
用
に
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る

限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
利
用
で
き
る
こ
と

と
し
た
。（
第
三
〇
条
の
三
関
係
）

œ


		2012-06-26T14:51:31+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




